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 津市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成２４年１１月２７日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３２号 

   津市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

津市証人等に対する実費弁償に関する条例（平成１８年津市条例第４４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「第１００条第１項」を「第１００条第１項後段」に改め、

同条第３号中「又は第１１０条第５項」を「、第１１０条第５項又は第１１５

条の２第１項」に改め、同条第４号中「又は第１１０条第５項」を「、第１１

０条第５項又は第１１５条の２第２項」に、「又は特別委員会」を「、特別委

員会又は議会の会議」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 津市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２４年１１月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４０号 

   津市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 津市事務分掌規則（平成１８年津市規則第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第３政策財務部収税課の表特別滞納整理推進室の部特別滞納整理推進担

当の項第１号中「国民健康保険料」の次に「、後期高齢者医療保険料」を加え

る。 

附 則 

 この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。 



津市訓令第１１号

庁中一般 

出先機関 

 津市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成２４年１１月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市事務専決規程の一部を改正する訓令

津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。

別表第４個別専決事項の表政策財務部収税課の表特別滞納整理推進室の項中

「国民健康保険料」の次に「、後期高齢者医療保険料」を加える。

   附 則

 この訓令は、平成２４年１２月１日から施行する。



津市告示第２３５号 

 下記の者の差押調書（謄本）および配当計算書（謄本）は、住所居所不明の

ため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１１月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○○○ 

差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２３６号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１４条の規定

に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規

定により次のとおり告示する。 

 平成２４年１１月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月 １日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月 ５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月 ６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年１１月 ６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年１１月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月 ８日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年１１月 ９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年１１月１２日 

フェニックス通公共自転車等駐車場 ３８ 平成２４年１１月１２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年１１月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年１１月１４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２３７号 

 平成２４年第４回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２４年１１月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２４年１１月２７日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第２３８号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、市道

路線を次のとおり廃止する。 

  平成２４年１１月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

記 

別紙のとおり 



4577 稲降三行墓地線
津市河芸町三行

津市河芸町三行

4006 三行大門線
津市河芸町三行

津市河芸町三行

2164 木造４０号線
津市木造町

津市木造町

1311 木造３９号線
津市木造町

津市木造町

1294 木造２３号線
津市木造町

津市木造町

1289 木造１８号線
津市木造町

津市木造町

1288 木造里中２１号線
津市木造町

津市木造町

1263 木造里中１号線
津市木造町

津市木造町

1253 木造８号線
津市木造町

津市木造町

1251 木造６号線
津市木造町

津市木造町

1246 木造１号線
津市木造町

津市木造町

7280 高茶屋小森山第１７号線
津市高茶屋小森町

津市高茶屋小森町

7137 高茶屋小森山第５号線
津市高茶屋小森町

津市高茶屋小森町

7136 高茶屋小森山第４号線
津市高茶屋小森町

津市高茶屋小森町

別　紙

整理番号 路　線　名
起　　点

重要な経過地
終　　点



津市告示第２３９号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道路

線を次のとおり認定した。 

 その関係図面は、道路法第９条の規定に基づき、津市建設部建設政策課にお

いて、告示の日から２週間一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸    

記 

別紙のとおり 







津市告示第２４０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を決定した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

記 

別紙のとおり 







津市告示第２４１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

別紙のとおり 







津市告示第２４２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 0004 新町城山口線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市久居野村町 626 番 2 地先から 

津市久居野村町 629 番 2 地先まで 
旧 4.9～5.0 71.0 

津市久居野村町 626 番 2 地先から 

津市久居野村町 629 番 2 地先まで 
新 4.9～5.0 71.0 

津市久居野村町 626 番 2 地先から 

津市久居野村町 629 番 2 地先まで 
新 7.0～7.0 105.0 

２ 路線名 7276 城山第５２号線 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市城山三丁目 6 番地先から 

津市城山三丁目 1 番 5 地先まで 
旧 4.0～7.6 150.0 

津市城山三丁目 6 番地先から 

津市城山三丁目 1 番 5 地先まで 
新 4.2～7.6 150.0 



３ 路線名 0178 八幡前巾線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市芸濃町椋本字八幡前 1607 番 11 地

先から 

津市芸濃町椋本字巾 2073 番地先まで 

旧 2.3～6.4 489.4 

津市芸濃町椋本字八幡前 1607 番 11 地

先から 

津市芸濃町椋本字巾 2073 番地先まで 

新 10.0～29.1 468.0 

津市芸濃町椋本字八幡前 1607 番 11 地

先から 

津市芸濃町椋本字八幡前 1607 番 1 地先

まで 

新 3.0～4.5 75.0 

津市芸濃町椋本字八幡前 1642 番 1 地先

から 

津市芸濃町椋本字八幡前 1640 番 2 地先

まで 

新 3.5～4.5 42.0 

津市芸濃町椋本字八幡前 1628 番 1 地先

から 

津市芸濃町椋本字巾 2105 番 10 地先ま

で 

新 4.0～5.0 141.0 



津市告示第２４３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

０００４ 新町城山口線 

津市久居野村町 626 番 2 地

先から 平成２４年 

津市久居野村町 629 番 2 地

先まで 

 １１月２０日

７２７６ 城山第５２号線 

津市城山三丁目 

6 番地先から 平成２４年 

津市城山三丁目 

1 番 5 地先まで 

 １１月２０日 



津市告示第２４４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 1092 野村小野辺線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市久居野村町 698 番地先から 

津市久居野村町 692 番 1 地先まで 
旧 5.3～5.5 66.0 

津市久居野村町 698 番地先から 

津市久居野村町 692 番 1 地先まで 
新 5.3～5.5 66.0 

津市久居野村町 698 番地先から 

津市久居野村町 692 番 1 地先まで 
新 5.0～5.0 75.0 



津市告示第２４５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  107 広瀬線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

から 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

まで 

旧 4.2～5.0 31.8 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

から 

津市白山町川口字宮ノ下 7355 番地先

まで 

新 4.7～15.8 31.8 



津市告示第２４６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１１月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

１０７ 広瀬線 

津市白山町川口字宮ノ下

7355 番地先から 平成２４年 

津市白山町川口字宮ノ下

7355 番地先まで 

１１月２０日 



津市告示第２４７号 

 下記の者の差押調書謄本、配当計算書謄本は、住所居所不明のため、送達す

ることができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部特別滞納整理推進室

で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１１月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

○○ ○ 差押調書謄本、配当計算

書謄本 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２４８号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年１１月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２１４２５１ 平成２４年１０月１日 平成２４年１１月６日

０４０２９２４ 平成２４年１０月１日 平成２４年１１月１２日



津市公告第１６０号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１１月２０日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１１月１５日

２ 抑留期間 平成２４年１１月２２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

神戸 
雑種 茶 メス 中 

９１日

以上 
首輪：茶 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１６１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１１月２０日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１１月１６日

２ 抑留期間 平成２４年１１月２６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

津興 
雑種 こげ茶 雌 中型 

９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２

















































津市公告第１６３号

 三重短期大学の教員を次のとおり募集する。

  平成２４年１１月２８日

                    津市長 前 葉 泰 幸

１ 専門分野

  経営学

２ 担当科目

  次の①及び②の２科目

①経営学

②経営組織論、マーケティング論、企業論のうちから１科目

３ 採用職

  教授、准教授又は講師

４ 採用人員

  １人

５ 応募資格

  大学院修士課程（博士課程前期）修了（平成２５年３月末修了見込み

も含む。）又はそれと同等以上の研究上の業績を有すること。

６ 採用時期

  平成２５年４月１日（予定）

７ 給与

  津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより支給する。

８ 公募締切

平成２５年１月１５日（火）（午後５時までに必着のこと。）

９ 面接日

  平成２５年２月２２日（金）（面接予定者には、同月８日（金）又は

同月９日（土）に電話又はメールで連絡する。なお、交通費は支給しな

い。）

１０ 提出書類

(1) 応募書類一覧表
(2) 履歴書（写真を貼り付け、連絡先を明記すること。）
(3) 最終学歴又は取得学位を証明する書類



(4) 教育研究業績書（業績のうち主要なもの３点に○印を付すること。
第１号様式）

(5) 主要業績３点の現物又はその写し（３点のみ同封すること。）
(6) 主要業績３点についての概要（１点につき８００字程度）
(7) 研究指導者等の推薦状（任意）

１１ 選考方法

   本学教授会において、審議の上決定する。

１２ その他

   採用された日以後は津市又はその周辺等に居住できること。

１３ 書類提出先

   〒５１４－０１１２

    三重県津市一身田中野１５７番地

     三重短期大学学長宛

   （封筒の表に、「経営学教員応募書類在中」と朱書きすること。） 

１４ 問い合わせ先

   三重短期大学事務局

電話０５９－２３２－２３４１（代）

ＦＡＸ０５９－２３２－９６４７

E-mail 232-2341@city.tsu.lg.jp 



津市公告第１６４号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１１月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１１月２８日

２ 抑留期間 平成２４年１２月５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

白塚町 
雑種 うす茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪有り 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１６５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１１月３０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１１月２８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市長岡町字茶木原６番２ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市長岡町字小黒８００番地４４１ 

  社会福祉法人 若草福祉会 

  理事 若林 朋子 



津市水道局公告第１６号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年１１月１９日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 
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 津市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２４年１１月２７日 

                   津市議会議長 田 村 宗 博 

津市議会規則第１号 

   津市議会会議規則の一部を改正する規則 

 津市議会会議規則（平成１８年津市議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

 目次中「第９節 会議録（第７６条─第８０条）」を 

「第９節 公聴会及び参考人（第７５条の２─第７５条の８） 

 第１０節 会議録（第７６条─第８０条）        」 

 第１６条中「第１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。 

 第１章中第９節を第１０節とし、第８節の次に次の１節を加える。 

    第９節 公聴会及び参考人 

 （公聴会開催の手続） 

第７５条の２ 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その

日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 

 （意見を述べようとする者の申出） 

第７５条の３ 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじ

めその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。 

 （公述人の決定） 

第７５条の４ 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者

等（以下「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他

の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があ

るときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 

 （公述人の発言） 

第７５条の５ 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければな

らない。 

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、

議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 

に改める。 
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 （議員と公述人の質疑） 

第７５条の６ 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

 （代理人又は文書による意見の陳述） 

第７５条の７ 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示す

ることができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。 

 （参考人） 

第７５条の８ 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長

は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項

を通知しなければならない。 

２ 前３条の規定は、参考人について準用する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



津市教育委員会告示第１１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２４年１１月１９日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２４年１１月２０日（火）午後５時３０分から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）平成２４年度津市一般会計補正予算（第６号）＜教委所管分＞につい

  て

（２）平成２５年度小中学校教職員人事異動方針について

（３）津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部の改正について



津市選挙管理委員会告示第６２号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

 平成２４年１１月１６日 

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所   津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第６３号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月

日を記載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２

項の規定により告示する。

  平成２４年１１月１６日 

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

縦覧の場所   津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第６４号

 平成２４年１２月２日執行予定の津市農業委員会委員選挙における候補者の

届出等の書類を選挙長に提出すべき場所を次のとおり定める。

  平成２４年１１月２１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

提出すべき場所
     第１選挙区  津市本庁舎選挙管理委員会事務局
     第２選挙区       同上 
         第３選挙区       同上
         第４選挙区  久居総合支所地域振興課 
         第５選挙区  河芸総合支所地域振興課 
     第６選挙区  芸濃総合支所地域振興課
     第７選挙区  美里総合支所地域振興課
     第８選挙区  安濃総合支所地域振興課
     第９選挙区  一志総合支所地域振興課
     第 10選挙区  白山総合支所地域振興課
     第 11選挙区  美杉総合支所地域振興課



津市選挙管理委員会告示第６５号

 平成２４年１２月２日執行予定の津市農業委員会委員選挙における不在者投

票の投票用紙等の交付場所を次のとおり定める。

  平成２４年１１月２１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

交 付 場 所
交付できる選挙人が登載されている

選挙人名簿の投票区

津市本庁舎８階 大会議室Ｂ

津地区第１～第４、津地区神戸、津地区安東、

津地区櫛形、津地区片田、津地区一身田、津地

区白塚、津地区栗真、津地区大里、津地区高野

尾、津地区藤水、津地区高茶屋、津地区雲出、

香良洲地区投票区

津市久居総合支所４階 多目的室 久居地区第１～久居地区第７投票区

津市河芸総合支所３階 防災研修室 河芸地区第１～河芸地区第８投票区

津市芸濃総合支所２階 防災会議室 芸濃地区第１～芸濃地区第４投票区

津市美里総合支所１階 会議室 美里地区第１～美里地区第３投票区

津市安濃総合支所２階 会議室１・２ 安濃地区第１～安濃地区第４投票区

津市一志総合支所１階 住民活動室 一志地区第１～一志地区第４投票区

津市白山総合支所２階 ２０３会議室 白山地区第１～白山地区第７投票区

津市美杉総合支所２階 第３会議室 美杉地区第１～美杉地区第７投票区



津市選挙管理委員会告示第６６号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２４年１１月２１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹消者数

             男        女        計

             １ 人      ０ 人      １ 人

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管

３ 抹消した年月日    平成２４年１１月２１日



津市選挙管理委員会告示第６７号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における選挙長及び選

挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべき

者を次のとおり選任したので、農業委員会等に関する法律施行令（昭和２６年

政令第７８号）第６条において準用する公職選挙法施行令（昭和２５年政令第

８９号）第８１条の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長

選 挙 区 住       所 氏   名

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河合 安雄 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田 茂雄 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 井上 重德 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 御給 亘 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 捷功 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 堀 巖 

第７選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原 敏昭 

第８選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中尾 輝夫 

第９選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 久志 

第10選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻岡 正一 

第11選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷 周 

２ 選挙長に事故があり又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべき者

選 挙 区 住       所 氏   名

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇 岸田 稔 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 修一 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宇野 博 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣 博司 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口 光順 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林 信郎 

第７選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中森 長郎 

第８選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡瀨 久 

第９選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 正則 

第10選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤 哲 

第11選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 坂本 偉 



津市選挙管理委員会告示第６８号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における選挙長の行う

告示は、下記の選挙区の区別に応じ津市役所本庁舎及び関係総合支所の掲示場

に掲示してこれを行う。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

選 挙 区 掲 示 場 の  場 所

第１～第３選挙区 津市本庁舎

第４選挙区 津市久居総合支所

第５選挙区 津市河芸総合支所

第６選挙区 津市芸濃総合支所

第７選挙区 津市美里総合支所

第８選挙区 津市安濃総合支所

第９選挙区 津市一志総合支所

第１０選挙区 津市白山総合支所

第１１選挙区 津市美杉総合支所



津市選挙管理委員会告示第６９号

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準

用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第１項の規定により、

津市農業委員会委員選挙の任期満了による一般選挙を次のとおり行う。 

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 選挙期日   平成２４年１２月２日



津市選挙管理委員会告示第７０号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における投票所を次の

とおり定めたので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

１１条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４１条第

１項の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり



投  票  区 投   票   所

津 地 区 第 １ 投 票 区 津市立南立誠小学校

津 地 区 第 ２ 投 票 区 津市敬和公民館

津 地 区 第 ３ 投 票 区 津市阿漕塚記念館

津 地 区 第 ４ 投 票 区 津市新町会館

津 地 区 神 戸 投 票 区 津市神戸出張所

津 地 区 安 東 投 票 区 津市安東出張所

津 地 区 櫛 形 投 票 区 津市櫛形出張所

津 地 区 片 田 投 票 区 津市片田出張所

津地 区一身田投票区 津市一身田公民館

津 地 区 白 塚 投 票 区 津市白塚公民館

津 地 区 栗 真 投 票 区 津市栗真出張所

津 地 区 大 里 投 票 区 津市大里出張所

津地 区高野尾投票区 津市高野尾転作促進技術研修所

津 地 区 藤 水 投 票 区 津市藤水出張所

津地 区高茶屋投票区 津市南郊公民館

津 地 区 雲 出 投 票 区 津市雲出出張所

香 良 洲 地 区 投 票 区 津市香良洲公民館

久居 地区第１投票区 津市久居総合支所

久居 地区第２投票区 津市北部保育園

久居 地区第３投票区 津市立桃園幼稚園

久居 地区第４投票区 津市須ヶ瀬構造改善センター

久居 地区第５投票区 津市立栗葉幼稚園

久居 地区第６投票区 稲葉公民館

久居 地区第７投票区 津市榊原農民研修所

河芸 地区第１投票区 中別保公民館

河芸 地区第２投票区 一色区住民センター

河芸 地区第３投票区 津市立上野小学校

河芸 地区第４投票区 東千里公民館

河芸 地区第５投票区 西千里公民館

河芸 地区第６投票区 津市立黒田小学校



投  票  区 投   票   所

河 芸 地区第 ７投票 区 南黒田公民館

河芸 地区第８投票区 三行地区農業構造改善センター

芸濃 地区第１投票区 津市芸濃総合文化センター

芸濃 地区第２投票区 津市立明小学校

芸濃 地区第３投票区 津市立安西小学校

芸濃 地区第４投票区 津市雲林院福祉会館

美里 地区第１投票区 津市立長野小学校

美里 地区第２投票区 津市立高宮小学校

美里 地区第３投票区 津市立辰水小学校

安濃 地区第１投票区 津市草生公民館

安濃 地区第２投票区 津市村主公民館

安濃 地区第３投票区 津市安濃公民館

安濃 地区第４投票区 津市明合公民館

一志 地区第１投票区 津市大井公民館

一志 地区第２投票区 津市波瀬ふれあい会館

一志 地区第３投票区 津市川合文化会館

一志 地区第４投票区 津市高岡老人憩いの家

白山 地区第１投票区 津市元取公民館

白山 地区第２投票区 津市家城農村集落多目的共同利用施設

白山 地区第３投票区 津市白山中央公民館農民研修所

白山 地区第４投票区 津市大三農村集落多目的共同利用施設

白山 地区第５投票区 津市三ヶ野集会所

白山 地区第６投票区 津市倭公民館

白山 地区第７投票区 津市八ツ山農村集落多目的共同利用施設

美杉 地区第１投票区 津市竹原多目的集会所

美杉 地区第２投票区 津市美杉総合開発センター

美杉 地区第３投票区 津市太郎生多目的集会所

美杉 地区第４投票区 津市伊勢地地域住民センター

美杉 地区第５投票区 津市八幡地域住民センター

美杉 地区第６投票区 津市多気地域住民センター

美杉 地区第７投票区 津市下之川地域住民センター



津市選挙管理委員会告示第７１号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における開票の事務は、

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準用

する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７９条第１項の規定により選

挙会の事務と併せて行うこととするので、同条第２項の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次



津市選挙管理委員会告示第７２号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における選挙会の場所

及び日時を次のとおり定めたので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）第１１条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第７８条の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

別紙のとおり



  選挙区      日       時   場     所

第１選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市本庁舎

（８階大会議室Ａ）

第２選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分 津市一身田公民館

第３選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分 津市南郊公民館

第４選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市久居総合支所

（３階３０１会議室）

第５選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市河芸総合支所

（１階防災研修室）

第６選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市芸濃総合支所

（２階大会議室）

第７選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市美里総合支所

（２階会議室）

第８選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市安濃総合支所

（２階第１会議室）

第９選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市一志総合支所

（１階住民活動室）

第10選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市白山総合支所

（２階２０３会議室）

第11選挙区 平成２４年１２月２日午後８時３０分
津市美杉総合開発

センター大集会場

 ただし、無投票選挙区の選挙会は、平成２４年１２月３日午前９時より定め
られた場所で行う。



津市選挙管理委員会告示第７３号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における投票管理者及

び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務

を代理すべき者を次のとおり選任したので、農業委員会等に関する法律施行令

（昭和２６年政令第７８号）第６条において準用する公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）第２５条の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

別紙のとおり



投票区
投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住  所 氏  名 住  所 氏  名

津地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川北 均 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 泰之

津地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 玉置 友一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田 和正

津地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 齋藤 雅之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池村 和博

津地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田 善明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小澤 伯弘

津地区神戸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川北 重裕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河内 敏宏

津地区安東 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 草深 貴宣 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井 弘紀

津地区櫛形 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川 親之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 永井 久雄

津地区片田 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北尾 清隆 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 旭 直樹

津地区一身田 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森川 謙一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田 俊久

津地区白塚 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山舗 修一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐脇 重喜

津地区栗真 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 草深 泰幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 忠久

津地区大里 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小菅 賢造 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 草深 昭一

津地区高野尾 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田 陽清 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 青木 良嗣

津地区藤水 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 市川 清博 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久世 行郎

津地区高茶屋 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中尾 茂之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山 五平

津地区雲出 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 勝谷 光久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鎌田 繁一

香良洲地区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 榮 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 勝

久居地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 内田 忠吉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平岡 良治

久居地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森本 勇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 下里 学

久居地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田 文生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田 勝

久居地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井 泰雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷川 いづみ

久居地区第５ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山際 陽一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 一浩

久居地区第６ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久世 眞澄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣 正司

久居地区第７ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山 龍也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 勝由

河芸地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤 守 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増川 二郎

河芸地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大河内 忠良 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡 昭夫

河芸地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 武敏 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 玲子

河芸地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山 巌 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡 正和

河芸地区第５ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 和治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別府 保次

河芸地区第６ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤 良弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山 直子

河芸地区第７ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡 孝充 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井 洋幸

河芸地区第８ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 米倉 秀治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別所 英幸

芸濃地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 栗本 斉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤 惠子

芸濃地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林 信郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井 直樹

芸濃地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 貞範 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 祐樹

芸濃地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松谷 博 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 幸宏

美里地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川 稔也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 酒森 吉功

美里地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 神田 久代 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口 竜二郎

美里地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 清水 裕順 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 あつ子

安濃地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林 みち代 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 久樹

安濃地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田 金譽 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田 遊喜

安濃地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上村 喜美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 浩司

安濃地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高橋 昭子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平井 克昌



投票区
投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住  所 氏  名 住  所 氏  名

一志地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 佳基 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻井 美有樹

一志地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 正則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小畑 憲一

一志地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池山 要一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田 清弘

一志地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内 栄喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端 健

白山地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙口 清 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本 秀光

白山地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 庄山 行雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩脇 輝明

白山地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 茂山 和志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川北 洋行

白山地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横井 智 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 臼杵 安見

白山地区第５ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 臼井 喜功 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋 千利

白山地区第６ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井 春生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡村 雅治

白山地区第７ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山中 啓生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山﨑 正行

美杉地区第１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥谷 正義 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上杉 雅員

美杉地区第２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島 政則

美杉地区第３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 國森 教一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 水井 達雄

美杉地区第４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 格嶋 和哉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 格嶋 喜久子

美杉地区第５ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中野 忠夫 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原 利昭

美杉地区第６ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 海住 佳子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 井上 光

美杉地区第７ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田 富生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邊 浩一



津市選挙管理委員会告示第７４号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における期日前投票所

を次のとおり定めたので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８

号）第１１条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第３項において準用する同法第４１条第１項の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

期日前投票所名 期日前投票所を設ける期間 期日前投票所の場所
投票できる選挙人が登載されてい

る選挙人名簿の投票区

第１期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市本庁舎８階

大会議室Ｂ

津地区第１～第４、津地区神戸、

津地区安東、津地区櫛形、津地区

片田、津地区一身田、津地区白塚、

津地区栗真、津地区大里、津地区

高野尾、津地区藤水、津地区高茶屋、

津地区雲出、香良洲地区投票区

第２期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市久居総合支所 

４階多目的室

久居地区第１

   ～久居地区第７投票区

第３期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市河芸総合支所 

３階防災研修室

河芸地区第１

    ～河芸地区第８投票区

第４期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市芸濃総合支所 

２階防災会議室

芸濃地区第１

    ～芸濃地区第４投票区

第５期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市美里総合支所 

１階会議室

美里地区第１

    ～美里地区第３投票区

第６期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市安濃総合支所 

２階会議室１・２

安濃地区第１

    ～安濃地区第４投票区

第７期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市一志総合支所 

１階市民活動室

一志地区第１

    ～一志地区第４投票区

第８期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市白山総合支所 

２階２０３会議室

白山地区第１

    ～白山地区第７投票区

第９期日前投票所
平成２４年１１月２６日

から同年１２月１日まで

津市美杉総合支所 

２階第３会議室

美杉地区第１

    ～美杉地区第７投票区



津市選挙管理委員会告示第７５号

 平成２４年１２月２日に執行の津市農業委員会委員選挙における期日前投票

所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合に

おいて、その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、農業委員会等に

関する法律施行令（昭和２６年政令第７８号）第６条において準用する公職選

挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第４９条の７の規定による読み替え後

の同条２５条の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

別紙のとおり 



第１期日前投票所 

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者 

住   所 氏  名 住   所 氏  名 

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鍬田 愛子 

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鍬田 愛子 

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鍬田 愛子 

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鍬田 愛子 

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鍬田 愛子 

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鍬田 愛子 

第２期日前投票所 

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者 

住   所 氏  名 住   所 氏  名 

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森本 勇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 一浩

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森本 勇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 一浩

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 本多 久和 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 一浩

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山出 久春 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 一浩

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島 久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 一浩

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣 久雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江 一浩

第３期日前投票所

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者 

住   所 氏  名 住   所 氏  名 

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別府 保次

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別府 保次

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別府 保次

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別府 保次

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別府 保次

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸 一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 別府 保次



第４期日前投票所 

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者 

住   所 氏  名 住   所 氏  名 

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林 信郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 幸宏

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原 義生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 幸宏

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林 信郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 幸宏

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原 義生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 幸宏

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林 信郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 幸宏

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原 義生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田 幸宏

第５期日前投票所 

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住   所 氏  名 住   所 氏  名

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川 一生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 浩司 

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川 一生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 久樹 

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川 一生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 浩司 

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川 一生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 久樹 

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川 一生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 浩司 

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川 一生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 久樹 

第６期日前投票所

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住   所 氏  名 住   所 氏  名

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上村 喜美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平 久樹 

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上村 喜美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田 遊喜 

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上村 喜美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小柴 勝司 

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上村 喜美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林 泰子 

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上村 喜美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野 隆司 

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上村 喜美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林 千春 



第７期日前投票所

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住   所 氏  名 住   所 氏  名

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 佳基

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 佳基

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 佳基

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 佳基

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 佳基

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 佳基

第８期日前投票所

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住   所 氏  名 住   所 氏  名

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙口 清 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本 秀光

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 庄山 行雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩脇 輝明

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横井 智 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 臼杵 安見

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 臼井 喜功 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋 千利

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井 春生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡村 雅治

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山中 啓生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山﨑 正行

第９期日前投票所

職務を行

うべき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住   所 氏  名 住   所 氏  名

11月26日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 洋一

11月27日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 洋一

11月28日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 洋一

11月29日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 洋一

11月30日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 洋一

12月1日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 洋一



津市選挙管理委員会告示第７６号

平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙における投票所の開閉

時間を農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条におい

て準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条第１項ただし書

の規定により次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告示する。

  平成２４年１１月２５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 投票所を開く時間     午前７時

 投票所を閉じる時間    午後７時



津市選挙管理委員会告示第７７号 

 津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の

ように改正する。 

  平成２４年１１月２７日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

 表津の部第１投票区の項中「アトレ津新町」の次に「、ローレルコート津新

町」を加え、同部第１５投票区の項中「広明台」の次に「、観音寺東住宅」を

加え、同部第１８投票区の項中「栄町四丁目」を「栄町四丁目東、栄町四丁目

西」に改め、「サンマンションアトレ青山」の次に「、ローレルコート大谷町、

大谷町第４、メゾン大谷」を加え、同部第３０投票区の項中「ぜにやま団地」

の次に「、グリーンハイツ津新町」を加え、同表美杉の部第１１２投票区の項

中「江後、中尾」を「江後中尾」に改める。 

   附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市選挙投票区の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を 

告示される選挙について適用する。 


